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飯
山
市
職
員
（
保
育
士
）
を
募
集

　

市
で
は
、
来
春
採
用
予
定
の

市
職
員
（
保
育
士
）
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

募
集
職
種
お
よ
び
人
数

中
級
（
保
育
士
）
…
若
干
名

受
験
資
格　
昭
和
53
年
４
月
２

日
～
昭
和
63
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
22
年
法
律
第
64
号
）
の
規
定

に
基
づ
く
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
者
（
平
成
20
年
３
月
31
日

ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
を
含

む
）

※
受
験
で
き
な
い
者

①
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者

②
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠

格
条
項
に
該
当
す
る
者

住
所
要
件

①
平
成
19
年
７
月
１
日
現
在
、

飯
山
市
に
居
住
し
て
お
り
、
引

き
続
き
飯
山
市
に
居
住
予
定
の

者②
平
成
19
年
７
月
１
日
現
在
、

他
市
町
村
等
に
居
住
し
て
い
る

者
で
、
採
用
後
は
飯
山
市
に
居

住
予
定
の
者

申
込
受
付
期
間　
８
月
３
日
㈮

～
８
月
10
日
㈮
（
郵
送
は
８
月

10
日
消
印
有
効
）

試
験
日
等

・
期
日　
９
月
16
日
㈰

・
受
付　
午
前
８
時
45
分
～

後
期
基
本
計
画
策
定
に
あ
た
り
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　
飯
山
市
第
４
次
総
合
計
画 

前
期
基
本
計
画
が
今
年
度
で
終
了

　

飯
山
市
で
は
昭
和
48
年
度
よ

り
、
10
年
ご
と
に
総
合
計
画
を

策
定
し
、
長
期
的
な
計
画
で
飯

山
市
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

現
在
は
平
成
15
年
度
か
ら
の

第
４
次
総
合
計
画
の
う
ち
19
年

度
ま
で
の
前
期
基
本
計
画
に
基

づ
き
施
策
を
実
施
し
て
い
ま
す

が
、
平
成
20
年
度
か
ら
の
５
ヶ

年
の
後
期
基
本
計
画
を
今
年
度

に
策
定
し
ま
す
。

　

計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

広
く
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
提

案
、
ご
意
見
を
お
聴
き
し
計
画

に
反
映
さ
せ
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
左
記
の
２
点
に

つ
い
て
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。

・
会
場　
飯
山
市
役
所

・
試
験
項
目　

教
養
・
性
格
・

専
門
・
作
文

合
格
発
表　
10
月
中
旬
ま
で
に

受
験
者
全
員
に
通
知

二
次
試
験　
10
月
29
日
㈪
。
最

終
合
格
発
表
者
は
11
月
中
旬
の

予
定
で
す
。

受
験
手
続　
市
で
交
付
す
る
所

定
の
申
込
書（
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
自
筆

の
履
歴
書
を
添
え
て
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※
自
筆
の
履
歴
書
…
写
真
を
貼

付
す
る
こ
と
。
様
式
は
市
販
の

も
の
で
構
い
ま
せ
ん
が
、
学
歴
・

職
歴
・
免
許
・
資
格
・
課
外
活

動
歴
等
を
記
載
。
最
終
学
歴
欄

に
は
必
ず
学
部
学
科
（
専
攻
）

名
を
記
入
す
る
。

お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
庶
務
課
庶
務
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
３
３
３

（
担
当  

池
川
）

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
母
の

離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
、
18

歳
に
達
し
た
年
の
年
度
末
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
親

や
、
母
親
に
か
わ
っ
て
そ
の
児

童
と
同
居
し
養
育
し
て
い
る
方

に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で

す
。

　

手
当
の
額
は
、
所
得
の
額

に
応
じ
て
月
額
９
８
５
０
円
～

４
万
１
７
２
０
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
支
給
制
限
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
所
得
が
制

限
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
手

当
の
支
給
は
停
止
さ
れ
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
は
申
請
を

し
た
日
の
翌
月
か
ら
支
給
対
象

と
な
り
ま
す
。
離
婚
な
ど
に
よ

り
新
た
に
該
当
に
な
っ
た
方
は
、

早
め
に
手
続
き
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
既
に
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
１

年
に
一
度
、
更
新
の
た
め
に
現

況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
現
況
届
の
受
付
は
８
月
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
該
当
す
る

第４次総合計画の対象期間

平成 15 年平成 24 年
平成20年度 平成19年度

第４次総合計画 基本構想

後期計画 前期計画

第
５
次
総
合
計
画

スタートの年次目 標 の 年 次

■募集する提案・意見の主題
①あなたが考える飯山市の課題
②今後５ヶ年で重要と思う事業、
施策、その他ご意見
■様式
各地区活性化センターにある様
式、または無記名の任意の様式
でも結構です。市のホームペー
ジからもダウンロードできます。
■提出先
各地区活性化センターまたは市
役所企画財政課までお願いしま
す。
■期限　８月31日（金）
■お問い合わせ
企画財政課企画調整係
　☎ 62－３１１１　内線３９１

　

県
税
務
課
で
は
昨
年
よ
り
県

内
の
市
町
村
と
協
働
で
未
納
の

市
・
県
民
税
等
の
徴
収
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
年
度
は
飯
山
市

で
も
市
職
員
と
県
職
員
が
協
働

で
税
金
の
徴
収
や
滞
納
処
分
を

行
う
こ
と
と
な
り
、
７
月
４
日
、

徴
収
に
あ
た
る
県
職
員
２
名
へ

の
辞
令
交
付
が
市
役
所
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

併
任
と
な
っ
た
県
職
員
は
、

滞
納
者
に
対
す
る
徴
収
、
差
し

押
さ
え
等
の
滞
納
処
分
を
市
職

員
と
協
働
し
て
行
い
、
市
・
県

税
収
納
率
向
上
に
市
と
県
が
協
働
で
取
り
組
み
ま
す

県
職
員
２
人
に
飯
山
市
か
ら
辞
令

　

市
で
は
ご
み
の
分
別
収
集
や

再
資
源
化
を
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
で
推
進
し
て

お
り
、
今
年
度
は「
減
ら
そ
う

可
燃
ご
み
」を
呼
び
か
け
、55
トン

（
17
年
度
可
燃
ご
み
の
１
％
）
削

減
を
目
標
に
取
り
組
ん
でい
ま
す
。

　

今
回
、
市
の
条
例
に
基
づ
き
、

「
ご
み
の
減
量
化
を
い
か
に
推
進

し
てい
く
べき
か
」を
研
究
・
協
議

し
、
市
長
に
答
申
し
て
い
た
だ
く

飯
山
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審

議
会
の
委
員
を
７
月
９
日
に
委

嘱
。同
日
、第
１
回
の
審
議
会
が

ご
み
減
量
化
に
向
け
た
協
議
が
始
ま
り
ま
し
た

飯
山
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
の
第
１
回
を
開
催

民
税
の
他
に
も
固
定
資
産
税
や

国
保
税
な
ど
も
あ
わ
せ
て
徴
収

等
を
行
い
ま
す
。

　

飯
山
市
の
市
・
県
民
税
収
納

率
は
県
内
19
市
で
第
１
位
で
す

が
、
収
納
率
が
低
い
固
定
資
産

税
な
ど
す
べ
て
の
税
目
を
あ
わ

せ
た
収
納
率
は
、
19
市
中
、
下

か
ら
２
番
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
か
ら
は
差
し
押
さ
え
を

し
た
動
産
の
公
売
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
公
売
を
活
用
す
る
な

ど
、
徴
収
体
制
を
強
化
し
て
い

ま
す
が
、
収
納
率
の
飛
躍
的
な

向
上
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

今
後
は
県
職
員
が
持
つ
知
識

や
経
験
を
借
り
な
が
ら
、
徴
収

率
の
向
上
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

△県税務課の職員 2 名には、市職員の併任
辞令が手渡されました。

開
催
さ
れ
、
互
選
の
結
果
、
会

長
に
は
小
林
睦
子
さ
ん
、
職
務

代
理
者
に
小
野
澤
明
さ
ん
が
決

ま
り
ま
し
た
。

　

審
議
会
委
員
は
次
の
方
々
で
、

任
期
は
２
年
で
す
。

※
す
べ
て
敬
称
略
、
順
不
同

委
員　
◇
小
林
睦
子（
飯
山
く

ら
し
の
会
）
◇
常
田
綾
子（
同
）

◇
金
井
芳
久（
飯
山
市
環
境
衛

生
委
員
協
議
会
）
◇
窪
田
逸
夫

（
同
）
◇
小
野
澤
明（
飯
山
商
工

会
議
所
）◇
佐
藤
順
子（
同
）◇

清
水
久
美
子（
コ
ー
プ
な
が
の
総

合
企
画
室
）◇
水
野
晴
光（
飯
山

市
議
会
）◇
小
林
初
子（
同
）◇

大
平
康
雄（
飯
山
市
区
長
会
協

議
会
）
◇
浅
野
け
さ
江（
公
募
）

◇
中
澤
の
り
子（
同
）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
◇
丸
山
征
一（
市

出
身
学
識
者
）◇
表
秀
孝（
長
野

大
学
名
誉
教
授
）
◇
栗
田
た
か
子 

（
上
田
市
ご
み
減
量
ア
ド
バイ
ザ
ー
）

方
に
は
後
日
通
知
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

教
育
委
員
会
事
務
局

子
ど
も
課 

子
育
て
支
援
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
３
６
４

△第 1回の審議会では役員選出の
他、市の現状説明や審議会のスケ
ジュールなどが話し合われました。


